
報告第１９号 

専決処分の報告について 

(那覇市建築確認等手数料条例の一部を改正する条例制定) 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

令和８年６月２日提出 

那覇市長 知念 覚
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専  決  処  分  書 

 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき平成12年３月24日議会の議決により指

定された、法令の改廃に伴い当然必要な、当該法令の題名及び条項を引用する規定

の整備を内容とする条例の改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年４月28日 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

件名 那覇市建築確認等手数料条例の一部を改正する条例 
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那覇市建築確認等手数料条例の一部を改正する条例

那覇市建築確認等手数料条例 (平成19年那覇市条例第4号)の一部を次のように改正する。

付 則
この条例は、公布の日から施行する。

[改正前 別記 ]
別表第4(第6条関係 )

[改正後 別記 ]
別表第4(第6条関係)

改正前 改正後

[別表第4 男噂記 ] [別表第4 丹け記こ

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 「改正部分どとい うc)に姑応する改正後
の欄中下線が引かれた部分 (以下 「改正後著る分」とい う。)が ある場合には、章該改正

音る分を当該改正後部分に改めるc

号 事務 手数料の額

1 法第7条の6第 1項第1号若 しくは第2号又は第 18条第 24項第 1号若 しくは

第2号 (それぞれ法第87条の4又は第88条第1項若 しくは第2項において

準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に紺する審

査

[11各 ]

[騒各]

49 建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)第 187条 の12第 6項の規定に

よる既存建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模

様替に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

[既各]

50 建築基準法施行令第と37条の 12第 7項の規定による既存建築物の形態の

変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の適用

除外に係る認定の申請に対する審査

号 事務 手数料の額

1 法第7条の6第 1項第1号若しくは第2号又は第 18条第 38項 と考を しくイま

第2号 (それぞれ法第87条の4又は第88条第1項若 しくは第2項において

準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審

査

と置各]

[田各]

49 建築基準法施行令 (昭不E125年政令第338号 ) 第137条 のと2第 11項の規定に

よる既存建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模

様替に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

[瞬各二

50 建築基準法施行令第137条の1兄第12項の規定による既存建築物の形態

の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に射する審査
7
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